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失効者への処遇変更
◆認定訪問療法士における認定申請の手続きに関する例外規定（変更箇所：赤字）

第５条（認定資格を失効した場合の処遇）

1. 認定審査の結果不合格となった場合または申請期間内に新規申請もしくは更新申請を完了で
きなかった場合、応用研修会の再履修で改めて認定申請を行えるものとする。認定申請の方
法はどちらの場合も新規申請に準ずる。ただし、どちらの場合も再履修後の認定申請は１回
限りとする。

2. 新規申請の場合は次回の応用研修会が受講できない場合、更新申請の場合は翌年度の応用研
修会が受講できない場合に資格は失効する。

3. 再履修のための証明書類は、新規申請の場合は認定審査会が発行する審査結果通知書または
応用研修の受講を証明できるもの、更新申請の場合は認定訪問療法士認定書をもって替える
ことができる。

4. 更新申請の場合は、応用研修受講申請時に本協会主催の学術大会発行の演題発表抄録（学術
大会名がわかるもの）の写しを1部提出するものとする。ただし、申請できる演題発表抄録
は、その学術大会の開催期間が失効した認定訪問療法士資格有効期間内のもの、または失効
した日から受講しようとする応用研修会の開催日までのものとする。

5. 過去に認定訪問療法士資格を失効した会員についても、失効した理由に関わらず令和5年4
月1日より令和8年3月31日まで第5条の通り申請を行えるものとする。



認定訪問療法士資格認定・更新の流れ
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◆通常であれば上記のように更新申請を繰り返すことで、資格
は維持されます

◆今回の失効者への処遇変更は、新規申請時や更新申請時に
様々な理由で失効してしまった場合の救済措置となります

◆更新申請にて資格を維持していただくことが重要です



失効者への救済措置の種別
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種別 A
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2023年7月31日
以降に資格失効

2022年7月31日
以前に資格失効

今後更新できずに
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種別 B 種別 C



救済種別 A

◆申請に必要なもの：審査結果通知書またはX年2月の応用研修受講を証明するもの

◆応用研修申込み：X年11月～12月 応用研修：X+1年2月

◆認定申請期間：X+1年2月～5月

◆認定申請に必要なもの：申請書（様式3）、事例報告2例（HP登録）

◆注意事項
➢ X+1年の認定応用研修を受講しなかった場合は、認定基礎研修より再受講が必要となります

➢ 正当な理由で新規申請ができない場合は、締切日前に「認定申請期間に関する申請書（様式
７）」にて申請の延長を申請してください

基礎研修、技術研修を終了し、応用研修をX年2月に受講した。5月締切
日までに申請をしなかった、もしくは申請を忘れてしまった。または、
申請はしたが不合格になってしまった。



救済種別 B

◆受講可能な応用研修：①2024年2月開催 ②2025年2月開催 ③2026年2月開催

◆応用研修申込みに必要なもの：認定証コピー、失効資格の認定開始日以降の演題発表
抄録1部

◆認定申請期間：応用①受講：2024年2月～5月 応用②受講：2025年2月～5月

応用③受講：2026年2月～3月31日

◆認定申請に必要なもの：申請書（様式3）、事例報告2例（新規申請と同様）

◆注意事項
➢ 受講できる応用研修は①～③のなかで1回のみです

➢ 応用研修後の申請についても1回限りとします

➢ 研修を受講した後、認定申請を行わなかった場合もしくは不合格となった場合は救済資格
失効し、認定基礎研修からの受講となります

過去に認定訪問療法士資格は取得したが、2022年7月31日までに失効
しており、現在は認定訪問療法士ではない。



救済種別 B

◆ 受講できる応用研修から認定申請は①～③のなかで1回限りです

◆ 応用研修を受講した後、認定申請を行わなかった場合もしくは不合格となった場合は救
済資格失効します

◆ 救済（認定申請）期間：2023年4月1日～2026年3月31日
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◆過去の
日本訪問リハビリテーション協会学術大会
リハビリテーション・ケア合同研究大会
（失効資格の認定開始日～2023年4月）

◆日本訪問リハビリテーション協会学術大会
2023年～2025年 3回開催予定

◆リハビリテーション・ケア合同研究大会
2023年～2025年 3回開催予定

↓
上記学会いずれかの
演題発表抄録1部

（応用研修申請時提出）
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救済種別 C

◆受講可能な応用研修：① X+1年2月 ② X+2年2月

◆応用研修申込みに必要なもの：認定証コピー、失効資格の認定開始日以降の演題発
表抄録1部

◆認定申請期間：応用①受講：X+1年2月～5月 応用②受講：X+2年2月～5月

◆認定申請に必要なもの：申請書（様式3）、事例報告2例（新規申請と同様）

◆注意事項
➢ 受講できる応用研修は①、②のいずれか1回のみです

➢ 応用研修後の申請についても1回限りとします

➢ 研修を受講した後、認定申請を行わなかった場合もしくは不合格となった場合は救済資格失効
し、基礎研修からの受講となります

認定訪問療法士資格は取得したが、2023年7月31日以降のX年7月31
日に失効してしまった。



救済種別 C

◆ 受講できる応用研修から認定申請は①～②なかで1回限りです
◆ 応用研修を受講した後、認定申請を行わなかった場合もしくは不合格となった場合は救済資

格失効します
◆ 失効した年（X年）から2年後（X+2年）に開催される応用研修を受講できなかった場合は、

認定基礎研修より再受講が必要となります。
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◆過去の
日本訪問リハビリテーション協会学術大会
リハビリテーション・ケア合同研究大会
（失効資格の認定期間内開催）

◆日本訪問リハビリテーション協会学術大会
（X+1年開催）

◆リハビリテーション・ケア合同研究大会
（X年、 X+1年開催）

↓
上記学会いずれかの
演題発表抄録1部

（応用研修申請時提出）
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認定訪問療法士の皆様へのお願い

◆原則としては認定期間内の更新をお願いします。

◆正当な理由があれば、認定申請（新規）または認定更新を延長するこ
とができます。詳細の手続きに関しては、協会ホームページをご確認
ください。

◆救済を受けられるのは、認定訪問療法士を取得した後1回限りとなりま
すので、ご注意ください。2回目以降、失効した場合はいかなる理由が
あっても、認定基礎研修より再受講となります。

◆ご不明な点は、日本訪問リハビリテーション協会認定審査会までお願
いします。ninteishinsa@houmonreha.org

◆本制度へのご理解のほどよろしくお願いいたします。

mailto:ninteishinsa@houmonreha.org
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